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自
動
車
重
量
税
な
ど
の
租
税
公

課
、
ガ
ソ
リ
ン
等
の
燃
料
費
、
車

検
費
用
等
の
諸
雑
費
が
法
人
の
損

金
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
法
人

所
有
の
車
両
を
私
的
に
使
用
し
た

場
合
は
、
福
利
厚
生
と
の
兼
ね
合

い
も
あ
り
ま
す
が
、
場
合
に
よ
っ

て
は
適
正
な
対
価
を
合
理
的
に
算

定
し
て
、
利
用
者
か
ら
そ
の
対
価

を
受
領
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
個
人
名
義
の
車
両
を
法
人

の
業
務
に
使
用
し
た
場
合
、
次
の

取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

①
当
事
者
間
で
「
賃
貸
借
契
約
」

を
締
結
し
た
場
合
は
合
理
的
に

算
出
さ
れ
た
使
用
料
が
法
人
の

損
金
と
な
り
ま
す
。

②
当
事
者
間
で「
使
用
貸
借
契
約
」

を
締
結
し
て
い
る
場
合
は
、
当

事
者
間
で
売
買
契
約
は
成
立
し

て
い
な
い
た
め
法
人
に
お
い
て

減
価
償
却
費
等
の
計
上
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ア
マ
チ
ュ
ア
の
選
手
が
マ
ラ
ソ

ン
大
会
に
お
い
て
獲
得
し
た
賞
金

や
賞
品
は
一
時
所
得
と
し
て
所
得

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

一
時
所
得
の
計
算
上
、
特
別
控
除

額
50
万
円
ま
で
の
範
囲
で
あ
れ
ば

一
時
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。
年
間
50
万
円
を
超
え
た
場
合

で
も
、
そ
の
収
入
を
得
る
た
め
に

支
出
し
た
経
費
は
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
収
入
金
額

－（
そ
の
収
入
を
得

る
た
め
に
支
出
し
た
金
額 

）－ 

（
特
別
控
除
額（
50
万
円
））

　

し
た
が
っ
て
、
年
間
で
上
記
以

外
の
一
時
所
得
が
な
い
場
合
、
課

税
さ
れ
る
一
時
所
得
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

上
場
株
式
を
相
続
し
た
場
合
は

相
続
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
評
価
方
法
は
そ
の
株
式
が
上

場
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
所

が
公
表
す
る
課
税
時
期
（
相
続
の

場
合
は
被
相
続
人
の
死
亡
の
日
）

の
最
終
価
格
に
よ
っ
て
評
価
し
ま

す
。
た
だ
し
、
課
税
時
期
の
最
終

価
格
が
、
次
の
三
つ
の
価
額
の
う

ち
最
も
低
い
価
額
を
超
え
る
場
合

は
、
そ
の
最
も
低
い
価
額
に
よ
り

評
価
し
ま
す
。

① 

課
税
時
期
の
月
の
毎
日
の
最
終

価
格
の
平
均
額

② 

課
税
時
期
の
月
の
前
月
の
毎
日

の
最
終
価
格
の
平
均
額

③ 

課
税
時
期
の
月
の
前
々
月
の
毎

日
の
最
終
価
格
の
平
均
額
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